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1 全般

　大卒の働くことのできる企業が少なく、名古屋圏への公共交通の
便が十分でないため若者の流出も進み、過疎化につながる。観光に
ついては、市としての取組みが少なく開発があまり行われていない。
海津都市計画区域マスタープランでは、具体的な施策が明記されて
おらずどのような市街地像を進めるのかみえてこない。以上を踏まえ
たうえで、名古屋への就業を考慮して養老線鉄道沿線へ住居を集積
する、市役所周辺に日常生活に必要な施設を集積し、高齢者、セカ
ンドライフ者のコミュニティを育成する、千代保稲荷の美観の統一及
び木曽三川公園のPRを図り観光資源の強化を図る、などの具体的
な施策を提言したい。

　都市計画区域マスタープランは、当該都市の発展の動向や、産業等の現状及び
将来の見通しを勘案した「基本指針」であり、当該都市計画区域における都市計画
の基本的な方向性をお示しするものです。
　当該都市計画区域マスタープランでは新規工業団地等の基盤整備の推進、高齢
者等の交通弱者や観光客のニーズに応じた公共交通の整備、豊かな自然環境を活
かした魅力あるまちづくりを課題と捉え、地域の特性に応じた市街地像を定め、都市
計画としての対応を記載しております。
　主要な都市計画の決定の方針としては、土地利用、都市施設の整備、市街地開
発、自然的環境の整備又は保全についてそれぞれ方針を示し、居住環境の充実を
図るため地域地区の指定の検討、鉄道及びバスの市民のニーズに合わせた利便
性の向上、良好な自然環境や歴史的・文化的資源を重要な景観として整備、保全及
び活用を図ります。
　個々の提言につきましては、一義的には市のまちづくりに関係することであるた
め、市へお伝えするとともに、まちづくりの支援を進めてまいります。

無

『海津都市計画区域マスタープラン(改定案)』への意見に対する考え方について

《意見募集期間：令和2年7月29日～令和2年8月27日》


